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わたしの

見てある記見てある記

18.  7.  1

　
【
討
議
概
要
の
公
表
】７
月　

日
１４

（
金
）
〜　

日
（
月
）
に
市
ホ
ー
ム

２４

ペ
ー
ジ
で
掲
載
す
る
ほ
か
、
教
育

部
教
育
政
策
担
当（
市
役
所
６
階
）、

各
市
立
幼
稚
園
で
閲
覧
・
配
布
し

ま
す

　
【
意
見
の
取
り
扱
い
】

応
募
い
た
だ
い
た
ご
意

見
は
、
と
り
ま
と
め
て

各
委
員
会
へ
送
り
ま
す

　
【
応
募
方
法
】
７
月　
２４

日
（
月
）
ま
で
に
（
消

印
有
効
）、①
意
見
②
住
所
③
氏
名

④
電
話
番
号
（
法
人
・
団
体
の
場

合
は
、
①
意
見
②
所
在
地
③
名
称

　

梅
雨
を
迎
え
て
、
う
っ
と

う
し
い
毎
日
が
続
き
ま
す
。

水
無
月
は
水
の
無
い
月
と
書

き
ま
す
が
、
水
無
月
の
「
無
」

は
、「
の
」
に
あ
た
る
連
体
助

詞
「
な
」
な
の
で
、「
水
の
月
」

の
意
味
だ
そ
う
で
す
。
古
来

よ
り
こ
の
時
期
は
大
切
な
時

期
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
地

球
は
水
の
惑
星
と
呼
ば
れ
ま

す
が
、
人
類
が
直
接
利
用
で

き
る
水
は
全
体
の
た
っ
た

０
・
０
０
０
１
�
し
か
な
い

そ
う
で
す
。
水
も
限
り
あ
る

資
源
な
の
で
す
。

　

さ
て
、
市
で
は　

月
か
ら
、

１０

容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

分
別
収
集
・
再
資
源
化
を
開

始
し
ま
す
。
そ
の
実
施
に
向

け
て
６
月
か
ら
容
器
包
装
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
の
出
し
方
な
ど
、

新
し
い
分
別
の
内
容
に
つ
い

て
説
明
会
を
開
催
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
な
ぜ
新

た
な
分
別
が
必
要
な
の
か
と

申
し
ま
す
と
、
現
在
、
燃
や

せ
な
い
ご
み
中
の
約　

�
が

４５

容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と

推
測
さ
れ
、
こ
れ
を
資
源
化

処
理
す
る
こ
と
に
よ
り
年
間

総
量
で
約
１
６
０
０
�
の
減

量
効
果
を
見
込
む
こ
と
が
で

き
る
と
同
時
に
、
再
商
品
化

を
行
う
事
業
者
に
引
き
渡
す

こ
と
に
よ
り
、
生
産
者
側
の

負
担
で
資
源
化
が
行
わ
れ
る

か
ら
で
す
。
ご
み
も
分
け
れ

ば
資
源
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
こ
の
説
明
会
で
は
、

今
後
の
ご
み
の
有
料
化
に
関

す
る
市
の
考
え
方
も
説
明
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
と
も
、
市
民
の
皆
様
の

ご
参
加
と
ご
理
解
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

個
人
情
報
の
開
示
請
求
お
よ
び

訂
正
請
求
の
処
理
状
況
は
、
請
求

件
数
７
件
、
開
示
決
定
件
数
１
件
、

一
部
開
示
決
定
２
件
、
非
開
示
決

定
０
件
、
不
存
在
４
件
で
、
訂
正

請
求
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

市
で
は
、
満　

歳
以
上
の
市
民

２０

の
中
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
２

０
０
０
人
を
対
象
に
施
策
成
果
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
が
こ
の
た
び
ま
と
ま
り

ま
し
た
。

　

調
査
の
有
効
回
収
数
は
７
８
６

人
で
回
収
率
は　

・
３
�
で
し
た
。

３９

こ
の
調
査
は
、
市
が
行
っ
て
い
る

　

教
育
委
員
会
で
は
、来
春
に
小
・

中
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
・
生
徒

の
心
身
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
保

情
報
公
開

　
　

制
度

　

年
度
利
用
状
況

１７

　

都
立
霊
園
の
使
用
者
を
次
の
通

り
募
集
し
ま
す
。
申
込
資
格
等
、

詳
細
は
申
し
込
み
の
し
お
り
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

○
多
磨
霊
園

　

一
般
埋
蔵
施
設（
１
６
９
カ
所
）、

施策成果 
アンケート調査の 

結果が 
まとまりました

行
政
評
価
制
度
に
市
民
の
意
識
や

行
動
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る

満
足
度
な
ど
の
現
状
を
反
映
さ
せ

る
た
め
に
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
声
を
直
接

お
聞
き
す
る
も
の
で

す
。

　

今
後
も
こ
の
よ
う

な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
継
続
し
て
い
き
ま

す
。
ぜ
ひ
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
同
調
査
報
告
書
は
、
７

月
３
日
（
月
）
か
ら
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
開
す
る
ほ
か
、
市
政

情
報
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
２
階
）、

中
央
・
滝
山
・
東
部
・
ひ

ば
り
が
丘
の
各
図
書
館
、

下
里
・
南
町
の
各
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
図
書
室
、
野
火
止

地
区
セ
ン
タ
ー
図
書
室
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

詳
し
く
は
企
画
経
営
室

行
財
政
等
担
当
�
４
７
０
・
７
７

０
２
へ
。

ごご
利利
用用
くく
だだ
ささ
いい

就
学
予
定
児
童
・
生
徒
の

就

学

相

談

護
者
の
就
学
相
談
を
７
月
３
日

（
月
）
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

　

お
子
さ
ん
の
将
来
の
た
め
に
実

態
に
応
じ
た
適
切
な
学
校
教
育
を

受
け
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
す
。

お
子
さ
ん
に
ふ
さ
わ
し
い
就
学
が

で
き
る
よ
う
に
、
就
学
相
談
員
が

お
力
に
な
り
ま
す
。

　
【
受
付
時
間
】午
前
９
時
〜
午
後

４
時

　
【
相
談
会
場
】
学
務
課
（
市
役
所

６
階
）

　
【
相
談
内
容
】子
ど
も
の
就
学
に

関
す
る
発
育
や
日
常
の
様
子
に
つ

い
て

　

相
談
を
希
望
す
る
方
は
事
前
に

同
課
就
学
相
談
員
�
４
７
０
・
７

７
７
９
（
正
午
〜
午
後
１
時
、
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
へ

予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
相
談
員
へ
。

合
葬
埋
蔵
施
設
（
遺
骨
・
生
前
申

し
込
み
）

　

○
小
平
霊
園

　

一
般
埋
蔵
施
設
（　

カ
所
）

５４

　

○
八
王
子
霊
園

　

芝
生
埋
蔵
施
設
（　

カ
所
）

７９

　

○
八
柱
霊
園

　

一
般
埋
蔵
施
設（
１
８
７
カ
所
）

　

○
青
山
霊
園

　

一
般
埋
蔵
施
設
（　

カ
所
）、
立

５０

体
埋
蔵
施
設
（　

カ
所
）

３５

　
【
申
込
書
・
申
し
込
み
の
し
お
り

の
配
布
期
間
】
７
月
３
日
（
月
）

〜　

日
（
金
）

１４

　
【
申
込
書
・
申
し
込
み
の
し
お
り

の
配
布
場
所
】
市
民
課
（
市
役
所

１
階
）
お
よ

び
上
の
原
・

滝
山
・
ひ
ば

り
が
丘
の
各

連
絡
所
と
都

内
市
区
町
村

役
場
▼
都
庁

第
一
、
第
二

本
庁
舎
１
階
・
２
階
の
案
内
コ
ー

ナ
ー
▼
各
都
立
霊
園
管
理
事
務
所

お
よ
び
葬
儀
所

　

※
配
布
期
間
中
は
財
団
法
人
東

京
都
公
園
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
民

課
�
４
７
０
・
７
８

４
４
ま
た
は
同
協

会
霊
園
グ
ル
ー
プ

�　

・
３
２
３
２
・

０３
３
１
５
１
、
テ
レ

フ
ォ
ン
ガ
イ
ド
�

　

・
５
３
２
０
・
７

０３７
５
１
へ
。

◆財団法人東京都公園協会ホームページアドレス
http://www.tokyo-park.or.jp/

７月は 
徴収強化月間
市では　市では７月を７月を、差し押さえ・、差し押さえ・

差し押さえ財産の公売・換価差し押さえ財産の公売・換価

の徴収強化月間とし、滞納処の徴収強化月間とし、滞納処

分等の強化を図ります。分等の強化を図ります。

これまで、市税滞納がある　これまで、市税滞納がある

にもかかわらず、何ら連絡等にもかかわらず、何ら連絡等

のない方や納付約束したにのない方や納付約束したに

もかかわらず不履行の方にもかかわらず不履行の方に

ついては、納期限内に納付しついては、納期限内に納付し

ている方との公平性を保つている方との公平性を保つ

ために差し押さえ等を執行ために差し押さえ等を執行

します。します。

　

市
民
税
・
都
民
税
、
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
、
国
民
健
康
保

険
税
等
の
市
税
の
納
め
忘
れ
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
仕
事
な
ど
で
平
日

の
相
談
が
困
難
な
方
は
、
ぜ
ひ
こ

の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

※
相
談
の
場
合
は
、
事
前
に
来

庁
の
日
時
を
納
税
課
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　

※
納
税
証
明
の
発
行
は
で
き
ま

納税相談窓口納税相談窓口
を開設しますを開設します

せ
ん
。

夜
間
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】
７
月　

日
（
水
）・　

１９

２０

日
（
木
）
の
い
ず
れ
も
午
後
８
時

ま
で休

日
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】
７
月　

日
（
土
）・　

２２

２３

日
（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
前
９
時

〜
午
後
４
時

　
【
会
場
】
両
相
談
と
も
納
税
課

（
市
役
所
２
階
）

　

詳
し
く
は
同
課
�
４
７
０
・
７

７
３
０
へ
。

　

市
で
は
、
零
歳
〜
５
歳
児
を
対

幼
児
教
育
検
討
委
員
会
の

討
議
概
要
へ
の

ご
意
見
を
募
集

象
と
す
る
幼
児
教
育
お
よ
び
子
育

て
支
援
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
た

め
、
東
久
留
米
市
幼
児
教
育
検
討

委
員
会
を
設
置
し
、
幼
児
教
育
の

振
興
と
幼
児
期
の
家

庭
教
育
や
地
域
社
会

の
子
育
て
支
援
の
充

実
な
ど
に
関
し
て
、

討
議
を
重
ね
て
い
ま

す
。
こ
の
た
び
、
討

議
概
要
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見
を

募
集
し
ま
す
。

　
「
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の

東
久
留
米
市
長
の
資
産
等
の
公
開

に
関
す
る
条
例
」
の
規
定
に
よ
り
、

ど
な
た
で
も
市
長
が
作
成
し
た
報

告
書
の
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

　
【
閲
覧
で
き
る
報
告
書
】資
産
等

市長の市長の
資産等報告書の資産等報告書の
閲覧ができます閲覧ができます

報
告
書
、
所
得
等
報
告
書
（
い
ず

れ
も　

年
度
分
）

１７

　
【
閲
覧
期
間
】７
月
３
日（
月
）か

ら
　
【
閲
覧
時
間
】午
前
８
時
半
〜
午

後
５
時
（
正
午
〜
午
後
１
時
、
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　
【
閲
覧
場
所
】
総
務
部
総
務
課

（
市
役
所
４
階
）

　

※
７
月
３
日（
月
）か
ら
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
報
告
書
の
概
要
を

掲
載
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
庶
務
係
�
４
７

０
・
７
７
１
４
へ
。

④
代
表
者
氏
名
⑤
電

話
番
号
）
を
記
入
し
、

〒
２
０
３
―
８
５
５

５
、
市
役
所
教
育
部

教
育
政
策
担
当
あ
て

郵
送
、
ま
た
は
フ
ァ

ク
ス
４
７
０
・
７
８

１
１
、
電
子
メ
ー
ル

で
提
出
す
る
か
、
同

担
当
へ
直
接
持
参
し

て
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
同
担
当

�
４
７
０
・
７
７
０

９
へ
。

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
知

る
権
利
を
保
障
し
、
市
の
諸
活
動

を
説
明
す
る
責
任
を
全
う
す
る
た

め
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
請
求

に
基
づ
き
、
市
の
実
施
機
関
が
保

有
す
る
公
文
書
の
開
示
の
手
続
き

等
を
定
め
た
「
東
久
留
米
市
情
報

公
開
条
例
」
を
施
行
し
て
い
ま
す
。

　
　

年
度
の
利
用
状
況
は
、
次
の

１７
通
り
で
す
。

　

公
文
書
の
開
示
請
求
は
、
１
１

０
件
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
内
訳
は
、
開
示
し
た
も
の

が　

件
、
非
開
示
と
し
た
も
の
が

６７
１
件
、
一
部
開
示
し
た
も
の
が　
２５

件
、
文
書
不
存
在
と
し
た
も
の
が

　

件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

１７
　

詳
し
く
は
総
務
部
総
務
課
文
書

係
�
４
７
０
・
７
７
１
４
へ
。

東久留米市
個人情報保護条例による
個人情報保護制度

　

ま
た
、
個
人
情
報
の
開
示
請
求

等
に
対
す
る
決
定
に
つ
い
て
の
不

服
申
し
立
て
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

詳
し
く
は
総
務
部
総
務
課
�
４

７
０
・
７
７
１
４
へ
。

　商店での取引や学校、病院などの証明等に使用する

「はかり」は、２年に一度の検査を受けなければなりませ

ん。今回の検査からすべての「はかり」について東京都

計量検査所の検査員が受検対象のお店等へ伺い、検査を

実施します。

　なお、それに伴い３０キログラム超えの機械式はかりの

手数料に若干の変更があります。受検対象者には事前に

はがきで通知しますが、通知の無かった方、新たに「は

かり」を使用するようになった方や使用しなくなった方

は、産業振興課へご連絡ください。

　【検査日程】土曜・日曜日を除く８月９日（水）～２８日
（月）

　詳しくは同課労政商工係�４７０・７７４３または東京都計

量検定所検査課�０３・５４７０・６６３８へ。

ははははははははははははははかかかかかかかかかかかかかかりりりりりりりりりりりりりりのののののののののののののの定定定定定定定定定定定定定定期期期期期期期期期期期期期期検検検検検検検検検検検検検検査査査査査査査査査査査査査査はかりの定期検査

７月３７月３日日
（月）（月）
からから

１７年度の運用状況を公表します

◆教育部教育政策担当メールアドレス
kyoiku-somu@city.higashikurume.lg.jp
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